
① 

令和５年度松江工業高等専門学校入学者選抜（学力選抜）に係る追試験について 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ，令和５年度松江工業高等専門学校入学者選抜（学

力選抜）に係る追試験について次のとおり取り扱うこととします。 

 学力選抜（本試験） 学力選抜 追試験 

出 願 期 間 
令和５年１月２３日（月）～ 

１月２６日（木） 

申出期間 
令和５年２月３日（金）～ 

２月１２日（日）9:30 まで 

申請期間 
令和５年２月６日（月）～ 

２月１６日（木）16:00必着 

検査実施日 令和５年２月１２日（日） 令和５年２月２６日（日） 

結果通知日 令和５年２月２１日（火） 令和５年３月１日（水） 

検 査 会 場 

松江工業高等専門学校 

いわみーる 

みよし公園カルチャーセンター 

ワークピア広島 

松江工業高等専門学校 

＜追試験の対象者＞ 

 ア 学校保健安全法施行規則第十八条に定める感染症に罹患又は罹患している疑いがあり，学力選抜

本試験を受験できない者 

イ その他，受験生自身の責めに帰することができない理由で受験できず，追試験の受験を申請した

者で，本校校長がその申請を認めた者 

＜追試験の受験方法＞ 

１．２月３日（金）から２月１２日（日）９：３０までに松江工業高等専門学校（以下「松江高

専」という。）学生課へ必ず電話連絡をしてください。（当日受付後に体調不良で受験できなかっ

た者についても追試験の対象となる場合があります。） 

 ２．感染症が疑われる者及び体調不良の者は，医療機関等で受診してください。 

 ３．追試験受験申請書を，中学校等を通して松江高専学生課学生受入係へ郵送（簡易書留してくだ

さい。 

提出方法 簡易書留による郵送 

提出締切 令和５年２月１６日（木）１６：００ 簡易書留のみ。必着。 

 ４．松江高専校長は，追試験受験申請書を受理の後，追試験受験許可書を中学校等へ郵送します。 

 ５．受験票及び追試験受験許可書を当日持参してください。 

  （１と２の順番は逆でも良いですが、どちらも必ず行ってください。） 

＜連絡先＞ 

   

    
〒６９０－８５１８ 松江市西生馬町１４－４ 松江工業高等専門学校 学生課学生受入係 

         ＴＥＬ：０８５２－３６－５１３１  ＦＡＸ：０８５２－３６－５１４８ 



② 
令和５年度松江工業高等専門学校入学者選抜（学力選抜）追試験受験申請書について 

 
追試験の受験を希望する者は，次のとおり令和５年度松江工業高等専門学校入学者選抜

（学力選抜）追試験受験申請書（以下「追試験受験申請書」という。）を，中学校等を通

して郵送（簡易書留）してください。 

継続して発熱・咳・のどの痛み等の感染症が疑われる症状のある受験生は，あらかじめ

医療機関で受診してください。 

新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者と判定された場合及び受験生自身の責め

に帰することができない理由で受験できない場合は，中学校等から松江高専学生課学生受

入係へ申出期間内に連絡してください。 
 

「学力選抜（本試験）前」 

Ａ.感染症に罹患してい
ると診断を受けた者 
＊学校保健安全法施行規則第
十九条に定める出席停止の期
間が推薦選抜検査日にかかる
場合 

Ｂ.新型コロナウイルス感染
症における濃厚接触者の定
義に該当する者 
＊自宅療養等の期間が推薦選抜検
査日にかかる場合 
＊濃厚接触者の定義は，以下の島
根県 HPの記載によります。 
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/kansens

yo/other/topics/corona_noukou.html 

C．その他，受験生自
身の責めに帰する
ことができない理
由で受験できない
者 

 

 

Ａ，Ｂ，Ｃに該当する受験生は，中学校等から 松江高専学生課学生受入係へ電話連絡

を行い，追試験受験申請書を松江高専学生課学生受入係へ郵送（簡易書留）してくださ

い。2月 16日（木）16：00必着 

 

松江高専で追試験受験申請書を受理後，許可書を中学校等へ郵送します。 

 

追試験の受験が可能となります。 

 
「学力選抜（本試験）直前」 

試験会場に来られない場合 受付で発熱等が確認された場合 

開始時間(9時 30 分)までに松江高専学生課

学生受入係へ電話連絡してください。 
帰宅となります。 

 
医療機関等で診察を受けてください。 

受診記録（領収書等（コピー可））を添付の上，追試験受験申請書を中学校等から松江

高専学生課学生受入係へ郵送（簡易書留）してください。2月 16日（木）16：00必着 

 
松江高専で追試験受験申請書を受理後，許可書を中学校等へ郵送します。 

 
追試験の受験が可能となります。 

 



② 
「学力選抜（本試験）開始後」 

Ａ.発熱等※ Ｂ.その他の症状 (喘息やアレルギーによるもの) 

帰宅となります。 別室受験となる場合があります。 

（追試験対象外） 

 
医療機関等で診察を受けてください。 

 

受診記録（領収書等（コピー可））を添付の

上，追試験受験申請書を，中学校等を通し

て松江高専学生課学生受入係へ郵送（簡易

書留）してください。2月 16日（木）16：

00必着 

 

松江高専で追試験受験申請書を受理後，許可

書を中学校等へ郵送します。 

 

追試験の受験が可能となります。 

 
※医師又は看護師が健康状態を確認し，当該受験者だけではなく他の受験者や試験監督者等の

安全確保のため，帰宅することが適当と判断した場合 

 

 



③ 
令和  年  月  日  

 

令和５年度松江工業高等専門学校入学者選抜（学力選抜）追試験受験申請書 

 

松江工業高等専門学校長 殿 

志願者 氏
フリ

 名
ガナ

                   

    生年月日 平成  年  月  日生（  歳） 

保護者 住 所                   

    氏 名                印  

    電 話                   

 

 追試験の受験を下記理由により申請します。 

記 

１．受験番号           受験学科       工学科    

２．申請理由 

□ 感染症に罹患し、本試験日が学校保健安全法施行規則に基づく出席停止期間であったため 

感染症の種類 

□新型コロナウイルス □インフルエンザ（Ａ型・Ｂ型） 
□風疹  □麻疹   □流行性耳下腺炎 □感染性胃腸炎 
□水痘  □結核   □咽頭結膜熱   □百日咳 
□急性出血性結膜炎  □流行性角結膜炎 
□その他の感染症（                ） 

出席停止期間 令和  年  月  日 ～   月  日 

※医療機関等で受診し、感染症の種類と出席停止期間がわかる書類（診断書等）を添付すること 
□ 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の定義に該当し，本試験を受験できなかったため 
  （自宅療養等の期間 令和５年  月  日 ～  月  日） 
□ 試験日直前に発熱や咳等の症状が発症し、新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われ本試

験を受験できなかったため 
  ※濃厚接触者の定義は，以下の島根県 HPの記載によります。  

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/kansensyo/other/topics/corona_noukou.html 
※医療機関等で受診し、その受診記録（領収書（コピー可））を添付すること 

□ その他（                                   ） 
   ※受験できない理由を証明するもの又は在学または出身学校長による申立書を添付すること 

３．中学校等の長記入欄 

  上記申請理由が、事実と相違ない旨証明いたします。 
 
令和  年  月  日 

学校名 
 
校長名                   公印 
 
担当者氏名 
 
連絡先(電話番号) 
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